
平塚市告示第２８１号 

令和４年（２０２２年）７月１３日 

 

平塚市長  落合 克宏 

 

 

住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第５条の２第１項の規定に基づき、

町若しくは字の区域の新設等について、設定案を次のとおり告示する。 

 なお、住居表示に関する法律第５条の２第２項及び同法施行令（昭和４２年政令第２４

６号）の定めるところにより、公示された案に係る町又は字の区域内に住所を有し、公示

の日において本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、この案に異議のあるときは、

公示の日から３０日を経過する日までに、５０人以上の連署をもって、理由を附して変更

の請求をすることができる。 

 

記 

 

町名及び町の区域の設定案 

 

町 名 左に包括される区域 区 域 図 

大神一丁目 大字 大神の一部 

別図のとおり 

大神二丁目 大字 大神の一部 

大神三丁目 大字 大神の一部 

大字 田村の一部 

田村九丁目の一部 

大神四丁目 大字 大神の一部 

大神五丁目 大字 大神の一部 

大神六丁目 大字 大神の一部 

大神七丁目 大字 大神の一部 

大神八丁目 大字 大神の一部 

大神九丁目 大字 大神の一部 

吉際 大字 吉際の全部 

大字 大神の一部 

 

備考 町の境界を定めるにあたっては、公道等のうちおおむね東西に通ずるものについて

は原則として北側の側線を、南北に通ずるものについては原則として西側の側線を

境界とする。 

以 上 



 

町の区域及び町名設定案図 別図 


